
住之江区マスコットキャラクター使用取扱要綱 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、住之江区マスコットキャラクター（以下「マスコット」という。）を使用する場合

の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第 2 条 この要綱のマスコットとは、住之江区長（以下「区長」という。）が別に定めたデザイン（別

図）とし、その愛称は「さざぴー」とする。 

（使用） 

第 3 条 営利を目的とせず使用する場合は、何人もマスコットを使用することができる。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合は除く。 

   （1）法令や公序良俗に反するおそれがあるとき 

   （2）特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用されるおそれがあるとき 

   （3）特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれのあるとき 

   （4）住之江区及び住之江区マスコットキャラクター「さざぴー」のイメージを損なうおそれのあ

るとき 

   （5）前各号に掲げる場合のほかデザインの利用を不適当と認めるとき 

  2 前項各号のいずれかに該当しているにも関わらずマスコットを使用している者に対し、区

長はその使用の差止めの請求又は必要な指示等を行うことができる。 

（営利目的の使用の承認） 

第 4 条 営利を目的としてマスコットを使用する場合は、あらかじめ住之江区マスコットキャラク

ター使用申請書（第 1号様式）、デザインシート（第2号様式）を区長に提出し、承認を得なければ

ならない。 

  2 区長は、申請書の提出があったときは、次の各号に定める審査基準によりその内容を審査

し、その可否を決定し、住之江区マスコットキャラクター使用承認（不承認）通知書（第 3 号様式）

を交付するものとする。ただし、区長は使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。 

   （1）前条第 1項の各号のいずれかに該当する場合は使用を承認しない。 

   （2）マスコットのデザインを著しく改変する場合は使用を承認しない。 

   （3）その他区長が適当でないと認める場合は使用を承認しない。 

   （4）第 1号から第3号に該当しない場合は使用を承認する。 

（使用承認の取り消し） 

第 5 条 区長は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用者に対してマスコット



の使用承認を取り消し、または必要な指示等を行うことができる。 

   （1）使用者がこの要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき 

   （2）その他、区長が必要であると認めたとき 

  2 区長は、使用者が使用承認を取り消されたことにより生じた損害について賠償する責任を

一切負わない。 

（使用上の遵守事項） 

第6条 マスコットを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。 

   （1）商標登録出願を行わないこと 

   （2）住之江区のマスコットキャラクターであることを明示することとし、表記は「住之江区マス

コットキャラクターさざぴー」とする 

（使用料） 

第7条 使用料については無償とする。 

（使用状況の報告） 

第8条 デザインを使用した者は、使用状況について、現物または写真等で実績を報告すること。 

（その他） 

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。 

  

附 則 

この要綱は、平成 24年 4月 23日から施行する。 

  

別図 住之江区マスコットキャラクター「さざぴー」 基本デザイン 



 



【第 1号様式】 

住之江区マスコットキャラクター使用申請書 

   令和  年  月  日 

住之江区長 

     （申請者） 

     住所（所在地）  

     氏名（名称及び代表者名） 

 

 

 

 住之江区マスコットキャラクターを次のとおり使用したいので申請します。 

 なお、申請にあたり、定められた使用上の事項を遵守します。また、キャラクター使用

において発生した損失について、区役所に補償等の要求はしません。 

使用目的 

 

 

 

使用媒体  

連 絡 先 
（担当者名） 

（電話番号） 

 

使用上の遵守事項 （１）マスコットのイメージを損なうような使用をしないこと 

（２）承認された用途にのみ使用し、区長の指示する条件に従うこと 

（３）承認を受けた者は、これを譲渡し、または転貸しないこと 

（４）商標登録出願を行わないこと 

（５）住之江区のマスコットキャラクターであることを明示すること 



【第 2号様式】 

デザインシート 

商品名 

（種類） 

 

 

販売価格 

（単価・税込） 
円 販売開始日 令和  年  月  日 

販売計画 

 

 

 

キャラクターを使用した商品デザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 3号様式】 

住之江区マスコットキャラクター使用( 承認 ・ 不承認 )通知書 

令和  年  月  日 

 

            様 

住之江区長 

   

 

 

令和  年  月  日付のキャラクター使用申請については、（ 承認 ・ 不承認 ）

することに決定したので通知します。 

（不承認の理由） 


